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  パーキングメーター利用料金と消費税            

Ｑ：パーキングメーターの利用料金は、消

費税ではどのように取り扱われますか？                           

                                              

Ａ：非課税になります。 

【解説】  

都市部や駅前には、パーキングメーターや

パーキングチケット発給設備が設置されてい

るところが多いと思います。 

パーキング・メーターは、車両を感知し引

き続き駐車している時間を自動的に測定し、

料金が徴収されるものです。 

また、パーキング・チケットは、お金を入

れると、発給を受けた日時や駐車を終了すべ

き時刻等が自動的に印字され発給され、駐車

する際は、パーキング・チケットをフロントガ

ラスの内側の見やすい位置に貼り付けておく

というものです。 

このパーキングメーターやパーキングチケ

ット(パーキングメーター等)は、いずれも道

路交通法の時間制限駐車区間という交通規制

に基づいて設置されているもので、その利用

料金は、駐車料金ではなくパーキングメータ

ー等の維持管理に必要な費用を、利用する者

が「手数料」として納めるもので、手数料は各

自治体の条例で定められています。 

ところで、消費税におけるパーキングメー

ター等の手数料の取扱いですが、このように

パーキングメーター等の手数料は、徴収され

ることが条例により規定されているものです

ので、消費税法第６条の規定により非課税と

して取り扱われます。 
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